
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
新
産
業
振
興
課
）　
　

一

告

示

〇
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の�

技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
に
基
づ
く
告
示
）
の
一
部
改
正�

（
情
報
政
策
課
）　
　

三

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定�

（
社
会
福
祉
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定�

�（
森
林
整
備
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
都
市
計
画
の
変
更�

（
都
市
計
画
課
）　
　

四

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
五
〇
号
（
令
和
元
年
十
一
月
一
日
付
け
）
中�

四

規

則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
号

　
　
　
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号
の
表
材
料
加
工
関
連
機
器
の
項
中

「

機
械
的
特
性
評
価
試
験
機

一
時
間
に
つ
き�

五
、
二
〇
〇
円

顕
微
鏡
（
実
体
）

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

を

高
温
焼
成
実
験
炉

一
時
間
に
つ
き�

一
、
一
〇
〇
円

」

「

機
械
的
特
性
評
価
試
験
機

一
時
間
に
つ
き�

五
、
二
〇
〇
円

に
、

高
温
焼
成
実
験
炉

一
時
間
に
つ
き�

一
、
一
〇
〇
円

」

「

高
速
Ｎ
Ｃ
フ
ラ
イ
ス
盤

一
時
間
に
つ
き�

二
、
〇
〇
〇
円

微
量
水
分
計

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

を

大
型
ホ
ッ
ト
プ
レ
ス

一
時
間
に
つ
き�

二
、
三
〇
〇
円

」

「

高
速
Ｎ
Ｃ
フ
ラ
イ
ス
盤

一
時
間
に
つ
き�

二
、
〇
〇
〇
円

に
改
め
、
同

大
型
ホ
ッ
ト
プ
レ
ス

一
時
間
に
つ
き�

二
、
三
〇
〇
円

」

表
電
子
・
情
報
関
連
機
器
の
項
中

「

静
電
気
放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

デ
ジ
タ
ル
エ
レ
ク
ト
ロ
メ
ー
タ

一
時
間
に
つ
き�

五
五
〇
円

を

デ
ジ
タ
ル
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

一
時
間
に
つ
き�

五
五
〇
円

」

「

静
電
気
放
電
イ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
試
験
装
置

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

に
、

デ
ジ
タ
ル
オ
シ
ロ
ス
コ
ー
プ

一
時
間
に
つ
き�

五
五
〇
円

」

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
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（毎週火，金曜日発行）
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「

伝
導
Ｅ
Ｍ
Ｃ
試
験
シ
ス
テ
ム　
　

一
時
間
に
つ
き�

一
、
五
〇
〇
円

」
を

「

伝
導
Ｅ
Ｍ
Ｃ
試
験
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

二
、
〇
〇
〇
円

」
に
、

「

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
）
一
時
間
に
つ
き�

一
、
六
〇
〇
円

」

を「

リ
ア
ル
タ
イ
ム
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
ア
ナ
ラ
イ
ザ
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
）
一
時
間
に
つ
き�

一
、
六
〇
〇
円

外
観
検
査
用
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

一
、
二
〇
〇
円

ハ
イ
パ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
カ
メ
ラ

一
時
間
に
つ
き�

二
、
四
〇
〇
円

」

に
改
め
、
同
表
工
業
デ
ザ
イ
ン
関
連
機
器
の
項
中

「

真
空
注
型
機

一
時
間
に
つ
き�

五
五
〇
円

３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ
ー

一
時
間
に
つ
き�
七
五
〇
円

を

光
造
形
シ
ス
テ
ム
（
Ⅲ
）
ｉ
ｐ
ｒ
ｏ

一
時
間
に
つ
き�

四
、
〇
〇
〇
円

」

「

真
空
注
型
機

一
時
間
に
つ
き�

五
五
〇
円

に
、

光
造
形
シ
ス
テ
ム
（
Ⅲ
）
ｉ
ｐ
ｒ
ｏ

一
時
間
に
つ
き�

四
、
〇
〇
〇
円

」

「

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
処
理
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

」

を「

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
処
理
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

五
〇
〇
円

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
造
形
シ
ス
テ
ム

一
時
間
に
つ
き�

一
、
六
〇
〇
円

」

に
改
め
、
同
表
食
品
・
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
関
連
機
器
の
項
中
「

一
時
間
に
つ
き�

三
〇
〇
円

」
を

「

一
時
間
に
つ
き�

二
〇
〇
円

」
に
、「
ク
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
」
を
「
ク
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
（
Ｍ
Ｈ
Ｅ

－

１
３

０
Ａ
Ｊ
）」
に
、

「

モ
バ
イ
ル
分
光
測
色
計

一
時
間
に
つ
き�

三
五
〇
円

」

を「

モ
バ
イ
ル
分
光
測
色
計

一
時
間
に
つ
き�

三
五
〇
円

大
型
オ
ー
ト
ク
レ
ー
ブ

一
時
間
に
つ
き�

二
五
〇
円

サ
ー
マ
ル
タ
ン
ク
５
０
０

一
時
間
に
つ
き�

二
〇
〇
円

ク
リ
ー
ン
ベ
ン
チ
（
Ｖ
Ｓ
Ｆ

－

１
３
０
１
）

一
時
間
に
つ
き�

二
〇
〇
円

酒
造
用
タ
ン
ク
３
６
０

一
時
間
に
つ
き�

二
〇
〇
円

」

に
改
め
、
同
表
分
析
・
測
定
関
連
機
器
の
項
中

「

紫
外
可
視
近
赤
外
分
光
光
度
計

一
時
間
に
つ
き�

九
〇
〇
円

」

を「

紫
外
可
視
近
赤
外
分
光
光
度
計

一
時
間
に
つ
き�

九
〇
〇
円

高
温
対
応
微
弱
発
光
検
出
装
置
（
Ｈ
Ｔ

－

Ｃ
Ｌ
Ａ
）

一
時
間
に
つ
き�

一
、
〇
〇
〇
円

シ
ャ
ル
ピ
ー
衝
撃
試
験
機
（
シ
ャ
ル
ピ
ー
）

一
時
間
に
つ
き�

九
〇
〇
円

」
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に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
許
可
が
な
さ
れ
た
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
二
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
に

基
づ
く
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

一
６
中
「
第
四
十
一
項
」
の
下
に
「
、
第
五
十
八
条
第
六
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
十
二
項
」
を
加

え
、
同
９
中　

「
第
九
十
三
条
」
を
「
第
百
四
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

横
田　

崇
宏

鶴
ヶ
谷
治
療
院

石
巻
市
渡
波
字
黄
金
浜
百
九
十
三

－

五

令
和
元
年
十
二

月
十
八
日

清
水　

裕
一

こ
こ
み
訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ
仙

南

岩
沼
市
桑
原
三

－

一

－

四
十
三　

コ
ー
ポ
桑

原
二
百
二

令
和
二
年
一
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
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林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

亘
理
郡
亘
理
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

亘
理
郡
亘
理
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
亘
理
郡
山
元
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

亘
理
郡
亘
理
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
関
係
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
南
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
区
域
の
全
域

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
五
〇
号
（
令
和
元
年
十
一
月
一
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

二二

段上上

行
後
ろ
か

ら
一
五

後
ろ
か

ら
一
〇

正

八七

　
　
　
　
　
　
　

誤

七六
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